
令和 8 年度第 1 回鹿沼市使用料手数料等審議会 

F02-002                             鹿沼市行政経営システム（H25.4.1 承認） 

報告日：令和８年４月１４日 

名  称 令和 8年度第 1回鹿沼市使用料手数料等審議会 

日  時 令和 8年 4月 13 日（月）10 時 00 分～10時 45 分 

場  所 本庁 3階 特別会議室 

出 席 者 委員：山賀、柴田、横尾、野沢、山崎、小林、井上、岩本、小杉、山中、小太刀、石澤、

小島 

事務局：秋澤財務部長 

財政課半田課長、川上課長補佐、鈴木主査、篠原主任主事 

担当部局 経済部：小泉部長、観光交流課木村課長、岡村係長 

内容及び結

果等 

1  開会：半田課長 

・15名中 13 名の委員の出席により、会議成立 

2 市長挨拶：松井市長 

3 審議会への諮問 

・松井市長より山賀会長へ「4審議事項」1件について諮問 

4 審議事項 

（1）出会いの森総合公園オートキャンプ場、デイキャンプ場使用料（改定） 

※説明：岡村係長 

・原案どおり可決（質疑応答は別紙のとおり） 

5 審議会からの答申 

・山賀会長より松井市長へ 1 件の使用料について、「適正」と答申 

6 閉会：半田課長                           以上 

配布資料 令和 8年度第 1回鹿沼市使用料手数料等審議会 資料 

次回予定 令和 8年 7月 9日（木）10：00 

記 録 者 財政課 篠原主任主事 

鹿沼市審議会等の会議の公開に関する要綱第 2 条に基づく審議会等の公開状況 

（該当する審議会等以外の会議・打合せ等については記入不要） 

公開・非公開の別 公 開 ・ 非公開 （公開の場合）傍聴人数 0 人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 別紙 

 

質疑応答記録 
4 審議事項 

 

（１）出会いの森総合公園オートキャンプ場、デイキャンプ場使用料（改定） 

 

岩本委員：施設利用状況について説明してほしい。 

 

岡村係長：施設全体として令和 5 年度からの推移は、令和 5年度は 2万 3,820 人 令和 6年度は

2 万 442 人 令和 7年度は暫定値となるが 1万 7,551 人となっている。 

 

小島委員：改定することに反対は無いが、改定を行うタイミングについて基準等はあるのか。 

      

木村課長：今回の利用料改定については将来の料金増額に備えてのもの。ただ、料金と利用人数 

は密接に関わっていることから無下に料金を上げることは出来ないと考えている。 

他自治体の施設を確認すると今の利用料金と同程度であった。 

将来、経営が改善した場合には条例の範囲内で減額改定も考えていきたい。 

 

小林委員：資料１の 4 参考の見方について確認したい。 

 

木村課長： オートキャンプサイトとは車をサイト内に乗り入れ、テントのすぐ横に車を駐車 

できるキャンプサイト。 

     フリーテントサイトはテントを張れるスペースのみ貸し出すもの。 

     テントに宿泊した時は 1泊料金となり、昼間だけ楽しんだ場合は 1 日料金となる。 

バーベキュー広場は１回利用した場合の料金となっている。 

 

井上委員：料金を上げることについては問題ない。市内、市外料金を設定している施設もある 

     と思うが、そのような設定をすることが出来るのか確認したい。 

 

木村課長：指定管理をお願いしている施設となり、指定管理者の考え方も関わってくる。 

     市内、市外について受付段階で住所を確認することになるが今現在の指定管理者では 

その確認作業が難しいため、今の所考えていない。 

ただ、R9年度からの指定管理者を公募する中で、指定管理者が変わり、そのような 

対応をお願い出来る場合には検討していきたいと思う。 

 

横尾委員：バーベキュー利用について、利用時間を確認したい 

      

岡村係長：利用時間については、9時から 16 時までの 7時間の設定となる。 

 



 別紙 

 

 

岩本委員：使用料については今回の設定価格に 0.5～1.5 かけて設定できるが、 

     例えば指定管理者が連休中に使用料を上げたいとなった場合、市と協議しなくても 

     設定できるのか。 

 

木村課長：シーズン料金を設定している施設が多く、鹿沼市でもスノーピークが設定している。 

ただ、今の指定管理者ではシーズン料金の設定対応が難しいと聞いている。 

     指定管理者が変わった場合にはシーズン料金の設定についても考えていきたい。 

 

 

以上 


